
国道１５８号通行止め等により影響を受けた事業者への支援について

制度融資への利子補給の創設

令和７年３月１９日に発生した国道１５８号の土砂崩れ等により、影響を受けている中小企業

者等が必要な資金を円滑に調達できるよう、商工業振興資金のうち短期運転資金の借り入れを行

う中小企業者等に対して、利子補給を行います。

１ 対象となる融資資金の概要（大野市中小企業資金融資）

資金種別 商工業振興資金 運転資金（短期）

貸付限度額 １，０００万円

償還期限 １年以内

利率 １．５％（保証あり）、１．７％（保証なし） ※利率は５月９日時点

取扱金融機関 越前信用金庫、福井銀行、福邦銀行、北陸銀行

２ 利子補給について

対象者 令和７年４月１日～令和８年３月３１日までに融資を受けた事業者で、融資申込時

点の直近３カ月の売上高が５％以上、または売上高営業利益が２０％以上減少した

事業者

補給率 支払った利子の２／３

補給時期 当該年度に支払った利子を、次年度の４月～５月に補給
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